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2 

 日 本 洋 酒 輸 入 協 会 会 則  

 

第１章  総 則 

 

（名 称） 

第１条 本会は、日本洋酒輸入協会（英文にては、The Japan Wines and Spirits  

Importers'Association）と称する。 

（目 的） 

第２条 本会は、会員相互の理解と協調により、円滑、適正な酒類の輸入を行い、もっ

て国民生活の向上に寄与するとともに、輸入酒類業界の発展及び会員の事業経営

の安定を図ることを目的とする。 

（地区及び事務所） 

第３条 本会の地区は、日本一円とし、事務所を東京都に置く。 

２ 必要の地に支部を設けることができる。 

（細 則） 

第４条 会則に定めるもののほか、必要な事項は、総会の議決を経て、細則で定める。 

 

第２章  事  業 

（事 業） 

第５条 本会は、第２条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

（１） 関係官公庁の諮問に対する応答及び意見具申 

（２） 輸入酒類の輸出国及び関係諸団体との連絡、折衝 

（３） 輸入酒類に関する海外及び国内事情の調査並びに情報交換 

（４） 輸入酒類の普及及び宣伝 

（５） 輸入酒類の不正輸入及び不正流通の排除についての関係官公庁に対する協   

力 

（６） 「酒類輸入販売業における景品類等の提供の制限に関する公正競争規約」

の実施                       （昭和５５年追加） 

※根拠法令：「不当景品類及び不当表示防止法」（昭和３７年（１９６２年） 

法律第１３４号）第１０条 

昭和５４年（１９７９年）１２月２５日 公正取引委員会告示第５９号 

（昭和５５年（１９８０年）１月１日 施行）  

（７） 「輸入ウｲスキ－の表示に関する公正競争規約」の実施 （昭和５５年追加） 

※根拠法令：第６号に同じ 

昭和５５年（１９８０年）８月７日 公正取引委員会告示第２３号 

（昭和５５年（１９８０年）１０月１日 施行） 
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(８)「輸入ビ－ルの表示に関する公正競争規約」の実施 （昭和５７年追加） 

※ 根拠法令：第６号に同じ 

  昭和５７年（１９８２年）３月１２日 公正取引委員会告示第５号 

（昭和５７年（１９８２年）４月１日 施行） 

(９) その他、本会の目的達成に必要な事業 

 

第３章   会   員 

（会員の資格） 

第６条 本会の会員たるの資格は、酒類の輸入実績を有する輸入業者であって、かつ、

酒類販売業の免許を有するものとする。 

（加 入） 

第７条 本会に加入しようとする者は、本会会員の２名以上の推薦に基づき、理事会の

承認を得たうえ、定められた入会金を納入しなければならない。 

（脱 退） 

第８条 会員は、次の事由により脱退する。 

(１) 会員たる資格の喪失 

(２) 解散 

(３) 除名 

(４) 会員より脱退の申し入れがあった場合。ただし、脱退しようとする者は、脱

退しようとする日の６０日前までに、書面をもって本会に通知しなければなら

ない。 

（除 名） 

第９条 本会は、次の各号の一に該当する会員は、総会又は臨時総会の議決に基づいて

除名することができる。 

(１) 会費及び賦課金の納入を納入期より３か月以上怠った場合 

(２) 本会の体面を汚し、又は本会の秩序をみだす行為のあった場合 

(３) その他、本会の会員として体面を維持することが困難と認められた場合 

 

第４章   役  員 

 

（役員の定数） 

第１０条 本会に、次の役員を置く。 

    理事   １９名以内 

    監事    ３名以内 

（役員の選出及び任期） 

第１１条 理事及び監事は、総会において選出する。 

２ 理事長及び副理事長は、理事の互選により選出する。 

３ 役員の任期は、２か年とする。補欠により就任した役員は、前任者の任期
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を継承する 

４ 役員は、任期満了といえども、後任者が決定するまではその職務を行うも

のとする。 

（役員の職務） 

第１２条 理事長は、本会を代表し、理事会の決議により、本会の会務を執行する。 

２ 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときはその職務を代行する。 

３ 理事は、本会の事業の運営に当る。 

４ 監事は、会計の状況を監査する。 

 

第５章  事 務 局 

（事務局） 

第１３条 本会の会務を処理するため、事務局を設け、所要の職員を置くことができる。   

（昭和５４年（１９７９年）追加、昭和５５年（１９８０年）改正） 

２ 事務局には、必要により、専務理事、常務理事及び事務局長を置くことが

できる。                      （昭和５４年追加） 

３ 専務理事及び常務理事は、理事会で推薦した者を理事長が委嘱するものと

する。                        （昭和５４年追加） 

４ 専務理事及び常務理事の任期は、２か年とする。補欠により就任した場合

は、前任者の任期を継承する。            （昭和５４年追加） 

５ 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐して会務を処理する。 

（昭和５４年追加） 

６ 常務理事は、専務理事を補佐して会務の処理に当り、専務理事に事故ある

ときはその職務を代行する。             （昭和５４年追加） 

７ 事務局の組織及び運営並びに職員に関し必要な事項は、理事会の議決を経

て、理事長がこれを定める。              （昭和５５年追加） 

 

第６章 総会、理事会、委員会及び部会並びに輸入酒類公正取引協議会 

（総 会） 

第１４条 総会は定期総会及び臨時総会とする。 

２ 定期総会は、毎事業年度終了後２か月以内に開催する。 

３ 臨時総会は、必要に応じ、理事会の議決を経て理事長が招集する。 

４ 会員が、総会員の３分の１以上の同意を得て、会議の目的である事項及びそ

の招集の理由を記載した書面を理事会に提出して総会の招集を請求した時は、

理事会は、その請求のあった日から１０日以内に臨時総会を招集すべきことを

決議しなければならない。 

（総会の成立） 

第１５条 総会は、会員の過半数以上の出席をもって成立する。 

２ 総会の議事は、出席した会員の３分の２以上の同意をもって議決する。 
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３ 総会の議長は、理事長とする。ただし、理事長に事故あるときは、副理事長

がこれに当る。 

（理事会） 

第１６条 理事会は、必要に応じ、理事長がこれを召集するほか、理事総数の３分の２

以上の理事の要請があったときは、理事長は、５日以内にこれを召集しなけれ

ばならない。 

２ 理事会は、理事総数の３分の２以上の出席により成立し、議事は、出席理事

の３分の２以上の同意により決する。 

３ 理事会の議長は、理事長とする。ただし、理事長に事故あるときは、副理事

長がこれに当る。 

（委員会） 

第１７条 本会は、事業の執行に関し、理事会の諮問機関として委員会を置くことがで

きる。 

２ 委員会は、理事会の委嘱により、その企画された事業を執行することができ

る。 

３ 委員会の名称、組織等に関する事項は、理事会で定める。 

（部 会） 

第１８条 本会は、事業の執行に関し、関係会員をもって構成する部会を置くことがで

きる。 

２ 部会で決定された事業の執行及び予算編成については、理事会の承認を必要

とする。 

３ 部会が特に必要な費用を要するときは、各部会の議決により、理事会の承認

を得て、各部会ごとに特別分担金を徴収することができる。 

４ 部会の特別分担金は、特別会計とする。 

５ 部会の名称、組織等に関する事項は、理事会で定める。 

 

（輸入酒類公正取引協議会） 

第１９条 本会は、第５条第６号、第７号及び第８号に掲げる事業を行うため、輸入酒

類公正取引協議会を置くことができる。 

２ 輸入酒類公正取引協議会の機構及び運営は、別に定める。 

 

第７章  会  計 

（会計年度） 

第２０条 本会の会計年度は、１年とし、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終

わる。 

（経 費） 

第２１条 本会の経費は、加入金、会費、賦課金及び寄付金等をもってこれに充てる。 

第２２条 本会の加入金は、金１０万円とする。 
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２ 会員の会費は、１か月金２万円とし、年２回、４月及び１０月に前納するも

のとする。                              （昭和５５年（１９８０年）改正）  

但し、別に定めるランク別賦課金明細表においてランクＮ以下に区分される 

会員の会費は、１か月金１万５千円とする。 （令和 8年（２０２６年）改正） 

３ 賦課金の徴収については、別に定める細則による。 

４ 業務遂行のため必要と認めたときは、臨時会費を徴収することができる。 

５ 既に納めた加入金、会費、賦課金及び臨時会費は、原則として返戻しない。 

（予算及び決算書類） 

第２３条 理事長は、毎年度の初めに収支予算書を、毎年度末に財産目録及び収支決算

書を作成し、定期総会に提出してその承認を求めなければならない。 

 

第 ８ 章  解  散 

（解 散） 

第２４条 本会は、総会の決議、合併、破産又は事業の全部譲渡によって解散する。 

（財産の処分） 

第２５条 本会の解散後における残余財産の処分は、総会において定める方法による。 

（清 算） 

第２６条 本会が解散した時は、合併及び破産による解散の場合を除いて、理事がその

清算人となる。ただし、総会において他の人を選任したときは、この限りでな

い。 

 

附 則 

委員会及び部会に関する運営については、別途、細則をもって定める。 

 

附 則  昭和５５年（１９８０年）改正 

           この会則は、昭和５５年５月２０日から実施する。 

附 則  昭和５５年（１９８０年）１０月 改正 

（輸入ウイスキ－の表示に関する公正競争規約の施行） 

附 則  昭和５７年（１９８２年） ４月 改正 

(輸入ビ－ルの表示に関する公正競争規約の施行) 

附 則  令和８年（２０２６年）改正 

           この会則は、令和８年４月１６日から実施する。 
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 賦課金に関する細則  

 

会則第２２条第３項に基づく賦課金に関する細則を次のとおり定める。 

 

（賦 課 金） 

第 1項 本会は、事業遂行のため必要と認めたときは、会員に対し輸入酒類の取扱高に

応じて賦課金を課することができる。 

 

（賦課金の決定） 

第２項 賦課金の決定に当っては、理事長は、理事会の作成した収支予算表に基づき賦

課料率を決定の上、総会の承認を得なくてはならない。 

但し、賦課料率の決定は、総会の承認を得た別に定めるランク別賦課金明細表

その他の方法によることができる。 

 

（徴収の方法及び収支報告） 

第３項 賦課金徴収の方法及び収支の報告については、会則第２２条及び第２３条に準

拠する。 

※ 賦課金支払いは、入会した日の属する期及び翌期は免除される。 

（平成１８年２月２３日第４６３回理事会承認） 
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会則第２２条第３項に基づく賦課金に関する細則の第２項で別に定めるランク別賦

課金明細表は、次のとおりとする。 

 

〇 ランク別賦課金明細表 

 

ランク 点 賦課金（円） 

Ａ 500,000 以上  2,650,000 

Ｂ 450,000 ━ 499,999 2,623,500 

Ｃ 400,000 ━ 449,999 2,544,000 

Ｄ 350,000 ━ 399,999 2,411,500 

Ｅ 300,000 ━ 349,999 2,226,000 

Ｆ 250,000 ━ 299,999 2,120,000 

Ｇ 200,000 ━ 249,999 1,908,000 

Ｈ 150,000 ━ 199,999 1,590,000 

Ｉ 100,000 ━ 149,999 1,272,000 

Ｊ 80,000 ━ 99,999 1,187,200 

Ｋ 60,000 ━ 79,999 1,081,200 

Ｌ 40,000 ━ 59,999 848,000 

Ｍ 20,000 ━ 39,999 530,000 

Ｎ 10,000 ━ 19,999 318,000 

Ｏ 5,000 ━ 9,999 212,000 

Ｐ 3,000 ━ 4,999 159,000 

Ｑ 1,000 ━ 2,999 63,600 

Ｒ 1 ━ 999 53,000 
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１．日本洋酒輸入協会委員会規約  

 

（委員会の設置） 

 

第１条 本協会に次の委員会を設ける。(昭和６２年（１９８７年）改正) 

（１）「税制対策委員会」 

（２）「財 政 委 員 会」 

（３）「ＰＲ委 員 会」 （平成１６年（２００４年）１０月 改正） 

（所掌業務の追加：協会ホームページの運用開始） 

（４）「ウイスキ－・ブランデ－委員会」 

(平成１３年（２００１年）６月改正、両委員会の統合) 

（５）「ワイン委員会」 

（６）「ビ－ル・スピリッツ・リキュ－ル委員会」 

（平成１３年（２００１年）６月改正、リキュ－ルの追加） 

（７）「容器包装委員会」 

（平成 ３年（１９９１年）３月 空容器再利用委員会の創設） 

  （平成１７年（２００５年）１月 改正 空容器再利用委員会の名称変更） 

（８）「将来構想委員会」 

    （令和元年（２０１９年）６月新設） 

（令和３年（２０２１年）７月改正） 

（９）「ロット番号削除問題対策委員会」 

    （令和３年（２０２１年）７月改正） 

    （検討チームの委員会への改組） 

 

２ 前項の委員会のほか、理事会が必要と認めるときは、別に委員会を設けること

ができる。 

 

（委  員） 

第２条 委員会の委員は、理事会において選考し、理事長がこれを委嘱するものとする。 

２ 委員の任期は、２か年とする。ただし、再任を妨げない。 

 

（委員長及び副委員長） 

第３条 委員会に委員長を置き、必要があるときは、副委員長を置くことができる。 

２ 委員長及び副委員長は、委員のうちから互選により定める。 

３ 委員長は、その委員会を統轄する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。 
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（委員会の招集及び議事） 

第４条 委員会は、理事長又は委員長が必要と認めたとき、委員長が招集する。 

２ 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席者の過半数をもって決するものとし、可否同数のときは、

委員長の決するところによる。 

 

（議事の報告） 

第５条 議事の結果は、委員会のつど直ちに、委員長から理事長に報告しなければなら

ない。 

 

  附 則  昭和６２年（１９８７年）改正 

この規約は、昭和６２年４月１日から実施する。 

 

附 則    平成３年（１９９１年）３月 改正（空容器再利用委員会の創設） 

附 則  平成１３年（２００１年）６月 改正 

「ウイスキ－・ブランデ－委員会」の創設（両委員会の統合） 

「ビ－ル・スピリッツ・リキュ－ル委員会」の創設（リキュールの追加） 

附 則  平成１６年（２００４年）１０月 改正（PR委員会の所掌業務の追加） 

（協会ホームページの運用開始） 

附 則  平成１７年（２００５年）１月 改正 

「容器包装委員会」の創設（空容器再利用委員会の名称変更） 

附 則  令和３年（２０２１年）７月 改正（将来構想委員会の新設）、（ロット

番号削除問題検討チームの委員会への改組） 
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 ２．委 員 会 規 約 運 営 細 則  

（税制対策委員会） 

第１条 税制対策委員会は、次の事項をつかさどる。 

(１) 酒税及び関税の基本的な調査 

(２) 酒税及び関税に関する諸官庁との折衝 

 

（財政委員会） 

第２条 財政委員会は、次の事項をつかさどる。 

(１) 協会財政全般に関すること。 

(２) 年会費及び賦課金に関する検討 

 

（ＰＲ委員会） 

第３条 ＰＲ委員会は、次の事項をつかさどる。 

(１)  輸入酒類の需要を喚起し販売を促進するための啓発、宣伝に関すること。 

(２) 協会及び会員の発展、拡大を期するための広報活動 

(３) 協会会報の編集、刊行に関すること。 

(４) 協会ホ－ムペ－ジに関すること。（平成１６年（２００４年）１０月 追加） 

 

（ウイスキ－・ブランデ－委員会、ワイン委員会、ビ－ル・スピリッツ・リキﾕ－ル 

委員会） 

第４条 掲名の輸入酒類に関すること。ただし、税制対策委員会、財政委員会、ＰＲ委

員会、容器包装委員会に属する事項を除く。 

 

（容器包装委員会） 

第５条 容器包装委員会は、次の事項をつかさどる。 

輸入酒類の容器包装の表示、リサイクル（リデュ－ス、リユ－ス、リサイクル） 

等に関すること。 

 

（将来構想委員会） 

第６条 将来構想委員会は、次の事項をつかさどる。 

  （１） 協会の運営及び活動の活性化に関すること。 

  （２） 会員獲得活動に関すること。 

 

（ロット番号削除問題対策委員会） 

第７条 ロット番号削除問題対策委員会は、次の事項をつかさどる。 

  （１）ロット番号削除問題の基本的な調査    

（２）ロット番号削除問題に関する諸官庁との折衝 
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  附 則  昭和６２年（１９８７年）改正 

この運営細則は、昭和６２年４月１日から実施する。 

附 則   平成 ３年（１９９１年） ３月 改正（空容器再利用委員会の創設） 

附 則  平成１３年（２００１年） ６月 改正 

「ウイスキ－・ブランデ－委員会」の創設（両委員会の統合） 

「ビ－ル・スピリッツ・リキュ－ル委員会」の創設（リキュールの追加） 

附 則  平成１６年（２００４年）１０月 改正 （PR委員会の所掌事務の追加） 

附 則  平成１７年（２００５年）１月 改正 (容器包装委員会の創設)、（空容

器再利用委員会の名称変更） 

附 則  令和３年（２０２１年）７月 改正 （将来構想委員会の新設）、（ロッ

ト番号削除問題検討チームの委員会への改組） 
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 輸 入 酒 類 公 正 取 引 協 議 会 規 程  

（目 的） 

第１条 この規定は、日本洋酒輸入協会（以下「協会」という。）会則第５条第６号、

第７号及び第８号に掲げる公正競争規約の適正な実施を図るため、輸入酒類公

正取引協議会（以下「協議会」という。）の構成及び運営に関し必要な事項を定

める。 

２ この規定で定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。 

（事 業） 

第２条 協議会は、次に掲げる事業を行う。 

（１）「酒類輸入販売業における景品類等の提供の制限に関する公正競争規約」 

第７条第２項に掲げる事業  （昭和５５年追加） 

※ 根拠法令：「不当景品類及び不当表示防止法」（昭和３７年（１９６２年） 

法律第１３４号）第１０条） 

① 昭和５４年（１９７９年）１２月２５日 公正取引委員会告示第５９号 

（昭和５５年（１９８０年）１月１日 施行） 

② 平成３年（１９９１年）９月２０日 公正取引委員会告示（改正・施行） 

③ 平成５年（１９９３年）６月３０日 公正取引委員会告示（改正・施行） 

④ 平成９年（１９９７年）８月１１日 公正取引委員会告示（改正・施行） 

⑤ 平成２１年（２００９年）９月 1日 消費者庁発足 

 

（２）「輸入ウｲスキ－の表示に関する公正競争規約」第７条第２項に掲げる事業 

※ 根拠法令：第１号に同じ （昭和５５年追加） 

① 昭和５５年（１９８０年）８月７日 公正取引委員会告示第２３号 

（昭和５５年（１９８０年）１０月１日 施行） 

② 平成元年（１９８９年）１０月２日 公正取引委員会告示（改正・施行） 

③ 平成９年（１９９７年）８月１１日 公正取引委員会告示（改正・施行） 

④ 平成２１年（２００９年）９月１日 消費者庁発足 

⑤ 令和元年（２０１９年）８月９日 公正取引委員会・消費者庁告示 

⑥ 令和６年（２０２４年）９月３０日 公正取引委員会・消費者庁告示第 

４号 

（３）「輸入ビ－ルの表示に関する公正競争規約」第７条第２項に掲げる事業 

※ 根拠法令：第１号に同じ （昭和５７年追加） 

① 昭和５７年（１９８２年）３月１２日 公正取引委員会告示第５号 

（昭和５７年（１９８２年）４月１日 施行） 

② 平成７年（１９９５年）９月２６日 公正取引委員会告示（改正・施行） 

③ 平成９年（１９９７年）８月１１日 公正取引委員会告示（改正・施行） 

④ 平成１７年（２００５年）６月３０日 公正取引委員会告示(改正・施行) 
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⑤ 平成２１年（２００９年 ）９月１日 消費者庁告示 

⑥ 令和元年（２０１９年）８月９日  公正取引委員会・消費者庁告示 

⑦ 令和６年（２０２４年）９月３０日 公正取引委員会・消費者庁告示 

第４号 

（４）前各号に掲げるもののほか、酒類輸入販売業における公正競争規約に関する 

事業 

 

（構 成） 

第３条 協議会は、委員１３名以内をもって組織する。 

２ 協議会に、委員長及び副委員長各１名を置く。 

 

（委 員） 

第４条 委員は、協会の理事会において、協会会員及び協会事務局員のうちから選任す

る。 

２ 委員の任期は、２か年とする。ただし、欠員補充により就任した委員の任期は、

前任者の残存期間とする。 

３ 委員の再任は、妨げない。 

 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員長及び副委員長は、委員のうちから協会の理事長が指名する。 

２ 委員長は、協議会の業務を統轄する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。 

 

（運 営） 

第６条 協議会は、必要に応じ、随時、委員長が召集する。 

２ 協議会は、委員総数の３分の２以上の出席により成立し、議事は、出席委員の

過半数以上の同意により決する。ただし、賛否同数のときは、委員長の決定に委

ねる。 

３ 委員長は、協議会が議決した事項をとりまとめて理事長に報告しなければなら

ない。 

４ 理事長は、前項の報告を受けた場合は、速やかに、副理事長と協議のうえ、必

要な措置をとるものとする。 

５ 理事長は、前項の措置をとった場合は、速やかに、その措置及びその結果を、

委員長に指示又は連絡するものとする。 

 

（分科会） 

第７条 協議会は、その業務遂行上の必要に応じ、分科会を設置するものとする。 

２ 分科会の構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、別に定める。 
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（調査員） 

第８条 協議会に調査員を置くことができる。 

２ 調査員の業務及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、別に定める。 

 

 

 

  附 則 １ この規程は、昭和５５年（１９８０年）５月２０日から実施する。 

２ 協議会設置当初の委員の任期は、第４条第２項の規定にかかわらず、

次の定期総会の日を含む月の翌月末日までとする。 

 

附 則  昭和５５年（１９８０年）１０月 追加（輸入ウイスキ－の表示規約） 

附 則  昭和５７年（１９８２年） ４月 追加（輸入ビ－ルの表示規約） 

附 則  平成 元年（１９８９年）１０月 改正（輸入ウイスキ－の表示規約） 

附 則  平成 ３年（１９９１年） ９月 改正 (酒類輸入販売業の景品規約) 

附 則  平成 ５年（１９９３年） ６月 改正 (酒類輸入販売業の景品規約) 

附 則  平成 ７年（１９９５年） ９月 改正（輸入ビ－ルの表示規約） 

附 則  平成 ９年（１９９７年） ８月 改正 (酒類輸入販売業の景品規約) 

（輸入ウイスキ－の表示規約） 

（輸入ビ－ルの表示規約） 

附 則  平成１７年（２００５年） ６月 改正（輸入ビ－ルの表示規約） 

  附 則  平成２１年（２００９年） ９月 改正 (酒類輸入販売業の景品規約) 

（輸入ウイスキ－の表示規約） 

（輸入ビ－ルの表示規約） 

附 則  令和 元年（２０１９年） ８月 改正（輸入ビールの表示規約） 

附 則  令和 元年（２０１９年） ８月 改正（輸入ウイスキーの表示規約 

附 則  令和 ６年（２０２４年）１０月 改正（輸入ウイスキ－の表示規約） 

（輸入ビ－ルの表示規約） 

 

 


